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事 務 所 だ よ り  

 
 

平成３０年１２月号 

 

～平成３０年１０月１日から申し立てのみによる認定を行わずに証明書類が必要に！～  

 平成 30 年（2018 年）10 月 1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者（異動）

届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。今回、申立てのみ
．．

による認定は行わず、確

認書類に基づく認定を行うよう取扱いが変更されますが、一定の要件を満たした場合には書類の添付を

省略することが可能な場合もあります。 

添付書類の変更及び添付書類の一部省略 

 扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するた

め添付書類一覧のうち、扶養認定を受ける方が被保険

者と同居しているときは 1・2 を、別居しているときは

1・2・3 を添付してください。 

１．続柄の確認添付書類…次のいずれか添付が必要

（提出日から 90 日以内に発行されたものが必要） 

・戸籍謄本または戸籍抄本 

・住民票※1 ※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居  

していて、被保険者が世帯主である場合に限る。 

添付の省略ができる場合（次のいずれにも該当するとき省略が可能） 

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること 

・戸籍や住民票などにより、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し

た旨を、事業主が届書に記載していること 

２．収入の確認添付書類…年収が 130 万円未満※2 であることを確認できる証明書の添付が必要 

  ※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は 180 万円未満（公的年金も含む）。 

・60 歳以上の方   又は  障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者 

添付の省略ができる場合 

・16 歳未満のとき 

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認し

た旨を、事業主が届書に記載しているとき  ※3 

※3 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通

知書等のコピーの添付が必要 

３．別居の場合の確認添付書類…仕送りの事実と仕送額が確認できる以下書類が必要 

・振込の場合…預金通帳等の写し  ・送金の場合…現金書留の控え（写し） 

添付の省略ができる場合 

 16 歳未満（又は 16 歳以上の学生）のとき  ※住民票の提出を求めることがあります。 
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９月号でお知らせした「働き方改革」について詳しくご説明していきます！  

ポイント２ 年次有給休暇の確実な取得が必要です！ 

平成３１年４月から、一定日数の年次有給休暇の確実な取得の為、使用者は、１０

日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年時季を指定

して与えなければならないこととなります。今後は少なくとも５日以上の有給休暇を取得できる仕組みが必

要です。平成３１年４月の施行までに準備を進めましょう。 

有給休暇取得義務化にむけた準備の手順 

まずは、有給休暇の利用実態を把握し、年間５日の取得ができていない従業員がどの程度いるかを把握しま

しょう。有給休暇の利用実態は、業態や勤務形態によっても異なります。現状把握をし、有給休暇を概ね５

日使用できている場合は、当年度の使用日数を定期的に確認し、年度内の取得を指導する仕組みができれば

問題無いでしょう。従業員への周知と同時に、５日取得できていない社員のリストを上長に通知する等、確

認漏れを防ぐ仕組みを検討しましょう。一方で、有給休暇の取得実績が少ない場合は、業務改善、人員の補

充等により、従業員自身が時季を指定して有給休暇を取得できる環境を用意することはもちろんですが、計

画的付与制度導入が効果的です。 

年次有給休暇の計画的付与制度 

労使協定締結を前提に、年次有給休暇のうち、５日を除いた残りの日数を超える分につい

て、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。方法は大きく３つあります。 

 ①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法 

 ②班・グループ別の交替制付与方法 

 ③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法 

導入例としては、夏季、年末年始に計画的に付与する、閑散期に計画的付与日を設けて交

替で付与する、アニバーサリー休暇として誕生日を指定する等があります。 

 

お遍路にて～第 143回～ 

 早いもので、師走を迎えます。季節ごとに、あるいは年度末に繁忙期を迎

えられる業種の方は、これからの事を想像されると、何とも言えぬお気持ち

だろうとお察しします。私達社労士業は、４月から７月までが繁忙期ですので、

その時期は仕事に集中していますので、お遍路どころではありません。 

 しかし、来年は天皇退位などの儀礼などがあり１０連休となりますので、この時期を使い、歩き遍路を復

活しようと思います。行程は、２０１９年４月２９日から５月４日までです。移動で２日が潰れますので、

歩くのは４日間とそれでも最近では珍しく長い日程です。５日から７日間歩き続けると「弘法大師が背中を

押してくれる」と言われている「ウォーキング・ハイ」状態になります。ですので、四国に行く１週間前か

ら１日１５キロ前後を歩いて準備しようかと考えています。 

本当は、冬に霜が降りてから春・桜が散るまでの期間が、歩き遍路にはベストシーズンです。寒い時期に

なぜ？と思われるかもしれませんが、この時期はスズメ蜂やマムシ、更には熊も冬眠の季節ですので、安心・

安全なのです。雪の降る山道に独り居ると、静けさとモノトーンの景色に、えも言われぬ感覚になります。 

お遍路を始めた頃（１５年前）、５月に歩いたことがありますが、水田の脇を歩いていると、大きな青大将

がニョロリ。腰を下ろした竹山ではすぐそばにマムシ。山道には猪が体をこすった跡があちこち・・・今ま

でに熊こそ遭っていませんが、冬眠明けに、美味しそうに太ったお遍路は格好の餌です。 

まだ半年先ですので、同行されたい方は御連絡下さい。朝、宿を出ますと夕方宿に着くまで、独りで歩き

ます。宿で食事は一緒ですが、後は沈思黙考。気を使う必要もありま

せん。お互いの安否確認をするだけです。 

  このような事情で、しばらく「お遍路にて・・・」はお休みして、

新年号から「働き方改革法」についての連載を始めますので、

ご期待下さい。 


